
 

京都市告示第   号 

 介護保険法（以下「法」という。）第４２条の２第 1 項及び法第５４条の２第

１項に規定する指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サ

ービス事業者から，法第７８条の５第２項及び法第１１５条の１５第２項の規

定に基づき，当該指定に係る事業所の廃止について，次のとおり届出がありま

した。 

  平成２３年３月２８日 

京都市長 門川 大作   

１ 届出者の名称 

  社会福祉法人永山会（理事長  津田 節子） 

２ 届出者の主たる事務所の所在地 

  京都府京都市伏見区下鳥羽但馬町１５０番地 

３ 廃止する事業所の名称 

グループホーム天寿（介護保険事業所番号２６７０９００５３５） 

４ 廃止する事業所の所在地 

京都府京都市伏見区桃山町遠山３７－３ 

５ 廃止年月日 

  平成２３年３月３１日 

（保健福祉局長寿社会部介護保険課） 

４７７


